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問特定健診、特定保健指導への対応は。
答医師会と連携した診療情報提供事業の他、受診率、実
施率向上に向け、より効果的な事業を実施していく。

問霞ケ関北市民センター（旧出張所）の跡地活用につい
て伺いたい。
答跡地活用については、売却を原則としつつ、当施設の
築年数や地元自治会からの要望も踏まえ、川越市公有地
利活用指針に基づき、検討を進めていく。
問仮称霞ケ関北市民センターの整備に当たり、利用者の
公共交通手段の確保に配慮した点について伺う。
答川越シャトルは11系統に霞ケ関北市民センター入口バ
ス停を新設するとともに、かわまるは敷地内に乗降場を
設置する予定であり、利用者の利便性向上に配慮した。

問本条例の改正の目的について伺う。
答社会福祉法の一部改正により、届け出義務違反事業者
に対する罰則が創設されたため、本条例で規制する事業
者に対しても同様の罰則規定を創設するものである。
問無料低額宿泊所と被保護者等住居・生活サービス提供
事業を行う施設の違いについて伺う。
答無料低額宿泊所は定員５人以上で入居者の総数に占め
る被保護者の割合がおおむね50％以上の施設であり、被
保護者等住居・生活サービス提供事業を行う施設は無料
低額宿泊所に該当しない類似の事業を行う施設である。

問無届けの事業者に対する罰則の適用までの流れを伺う。
答市による情報収集や調査の結果、無料低額宿泊所や被
保護者等住居・生活サービス提供事業を行う施設に該当
すると認められる場合には、無届けの事業者に対して、
適切な届け出をするよう口頭および文書による届け出の
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勧奨を行うとともに、法や条例に基づく立ち入り調査を
行う。それでもなお、届け出を拒否する場合には、罰則
の適用について検討していく。

問圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区とはどのよ
うな地区か伺う。
答広域交通網へのアクセス性を生かし、日高・鶴ヶ島市
域と一体性のある産業拠点の形成を目指す地区である。
問土地利用による地区周辺への影響についての対策は。
答地区の大部分が森林で住宅や農地に接するため、交通
量増加に応じた適切な道路配置､周辺の日照を確保する
建築物等の高さ制限、緑を保全する緑化率を定めている。
問条例化によりこの地区は今後どのようになるのか伺う。
答周辺環境と調和した産業拠点の形成を図れると考える。

問公正かつ適正になぐわし公園整備運営事業者を選定す
るために、どのようなことを行うのか伺う。
答ＰＦＩ事業における提案内容の審査については、公平
性、競争性、透明性を確保するため、なぐわし公園整備
運営事業者選定委員会では第三者である学識経験者を委
員とするとともに、委員名簿の事前公表を行う。また、
事業者選定に係る基準についても、本委員会における審
議を経た上で公募時に公開を行うとともに、事業者から
の応募書類については、応募者が特定できない状況で審
査を行うなどにより、公正かつ適正な事業者選定を行う。

問本市初めての現ＰＦＩ事業をどう評価しているか。
答当初目標の達成状況、ＰＦＩ手法の効果発揮状況、適
切な維持管理等の実施状況の視点から評価を行ったとこ
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